
津
別
町
の
人
工
林

は
、
大
正
10
年
に
東

岡
で
カ
ラ
マ
ツ
の
苗

木
が
植
え
ら
れ
た
の

が
始
ま
り
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
（
町
史
）。

植
林
が
本
格
化
し

た
の
は
戦
後
の
こ
と

で
、
国
有
林
、
道
有

林
で
始
ま
り
、
そ
の

後
町
有
林
や
民
有
林

で
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
現
在

の
人
工
林
の
多
く
は
、

そ
の
時
代
に
植
え
ら

れ
た
も
の
で
す
。

江
戸
時
代
の
安
政
年
間

（
松
浦
武
四
郎
が
津
別
を

訪
れ
た
頃
）
に
、
漁
具
に

す
る
材
料
と
し
て
活
汲
付

近
で
伐
採
を
し
た
記
録
が

残
っ
て
い
ま
す
。

明
治
40
年
頃
に
は
マ
ッ

チ
軸
の
生
産
が
始
ま
り
、

こ
れ
が
津
別
町
で
初
め
て

の
工
場
と
言
え
ま
す
。

町
有
林
の
本
格
的
な
整

備
は
昭
和
29
年
に
始
ま
り
、

積
極
的
な
用
材
林
の
育
成

を
目
指
し
て
、
こ
の
年
に

第
１
次
と
な
る
経
営
計
画

が
策
定
さ
れ
、
昭
和
39
年

に
は
第
３
次
の
森
林
整
備

計
画
が
樹
立
さ
れ
て
い
ま

す
。そ

の
後
、
５
年
ご
と
に

整
備
内
容
の
充
実
を
図
り

な
が
ら
、
現
在
の
第
12
次

（
平
成
21
年
か
ら
５
年
間
）

の
森
林
施
業
計
画
へ
と
つ

な
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。

▼津別町の森林（ヘクタール）

町有林の施業（整備）経過 植林の始まり

業
の

林始
ま
り

民有林

7,624

12％

道有林

24,784

40％

町有林 1,342

2％

森林面積

61,386ｈa

国有林

27,636

46％

▼ 町有林の樹種別状況

毎年行われる町民植樹祭には多くの方々が参加されています

今

後

の

動

向

人
工
林
の
多
く
を
占
め
る
カ
ラ
マ
ツ
は
、
伐
採
す

る
林
齢
に
達
し
た
こ
と
か
ら
、
概
ね
８
ヘ
ク
タ
ー
ル

を
標
準
的
な
伐
採
面
積
と
し
て
、
市
況
な
ど
の
情
勢

に
よ
り
一
部
伐
採
面
積
の
変
更
に
つ
い
て
は
検
討
を

加
え
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
間
伐
は
、
優

良
大
径
材
の
生
産
を
目
指
し
長
伐
期
施
業
に
向
け
た

一
定
保
育
基
準
に
よ
り
実
施
し
て
い
く
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

平
成
22
年
度
よ
り
、
健
全
な
森
林
育
成
を
図
る
と

と
も
に
持
続
的
な
二
酸
化
炭
素
（
Ｃ
Ｏ
２
）
吸
収
量

を
維
持
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
森
林
Ｊ-

Ｖ
Ｅ
Ｒ
制
度
」
を
実
施
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
森

林
吸
収
量
を
ク
レ
ジ
ッ
ト
（
Ｊ-

Ｖ
Ｅ
Ｒ
）
化
で
き

る
吸
収
量
は
、
３
３
０
０
ト
ン
あ
り
、
得
ら
れ
た
資

金
を
森
林
の
管
理
費
用
と
し
、
地
域
活
性
化
に
も
活

用
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、「
森
林
認
証
」
に
つ
い
て
は
、
独
立
し
た
認

証
者
の
審
査
機
関
が
一
定
の
基
準
を
基
に
、
適
切
な

森
林
管
理
や
持
続
可
能
な
森
林
経
営
が
行
わ
れ
て
い

る
森
林
及
び
経
営
組
織
な
ど
を
認
証
し
て
、
そ
れ
ら

の
森
林
か
ら
生
産
さ
れ
た
木
材
・
木
材
製
品
に
ラ
ベ

ル
を
貼
り
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
の
選
択
的

な
購
買
を
通
じ
て
生
物
多
様
性
の
保
全
や
持
続
可
能

な
森
林
経
営
を
支
援
す
る
取
り
組
み
で
、
消
費
者
の

環
境
へ
の
関
心
の
高
ま
り
、
木
材
の
ト
レ
ー
サ
ビ
リ

テ
ィ
（
流
通
に
お
け
る
生
産
者
情
報
な
ど
の
伝
達
の

仕
組
み
）
に
応
え
得
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
取
り
組

み
に
積
極
的
に
関
与
し
、
環
境
へ
配
慮
し
た
森
林
づ

く
り
を
推
進
し
ま
す
。

津別町は、面積の約86％もの森林を擁する道内有数の森林地帯で、森林の年間

生長量28万k（１石が0.278kで100万石と言われる由来）が日本一と言われて

います。この豊かな森林資源の恵みに感謝し、緑を守り育てる意識を鮮明にし、

豊かな町を築き社会に貢献していくために宣言を行いました。

◎宣言に合わせて、愛林思想の高揚を図るため「愛林五則」を制定しています。

１．自然に親しみ、樹木を愛し、明日へ、のびる美しい私たちの森林をつくります。

１．うるおいある生活と文化の向上に役立つ、価値ある私たちの森林をつくります。

１．野生の鳥獣や自然の景観を守り、緑豊かな私たちの森林をつくります。

１．山火事や病虫害を防ぎ、活力あふれる私たちの森林をつくります。

１．限りない自然のめぐみと未来を培う沃
ゆた

かな郷土を守る私たちの森林に感謝します。

昭和57年『愛林の町宣言』

昭和初期の相生貯木場での風景

特集 農林業の未来のために


